
（別紙） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（省令） 

 

 

（児童指導員の資格） 

第 43 条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  

 

一  地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養

成施設を卒業した者  

二  社会福祉士の資格を有する者  

三  精神保健福祉士の資格を有する者  

四  学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しく

は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

五  学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社

会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二

項 の規定により大学院への入学を認められた者  

六  学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しく

は社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

七  外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

八  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法

第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程

による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修 了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資

格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの  

九  学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの  

十  三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めた

もの  

 

 

 

 

 

 

 

 



（養護）  

第四十四条  児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整

えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児

童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを

目的として行わなければならない。  

 

（生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整）  

第四十五条  児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基

本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自

立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなけ

ればならない。  

２  児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行

うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければ

ならない。  

３  児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとと

もに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な

相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わな

ければならない。  

４  児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関

係の再構築等が図られるように行わなければならない。  

 

（自立支援計画の策定）  

第四十五条の二  児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所

中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。  

 

（業務の質の評価等）  

第四十五条の三  児童養護施設は、自らその行う法第四十一条 に規定する業務

の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果

を公表し、常にその改善を図らなければならない。  
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（児童自立支援専門員の資格）  

第八十二条  児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。  

一  医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者  

二  社会福祉士の資格を有する者  

三  地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養

成施設を卒業した者  

四  学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しく

は社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は

同法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に

関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の

規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事

業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二

年以上であるもの  

五  学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しく

は社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつ

て、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハ

までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの  

六  外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立

支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合

計が二年以上であるもの  

七  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法

第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程

による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修 了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資

格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又

は前条第一項第四号 イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの  

八  学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又

は二年以上教員としてその職務に従事したもの  

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


（児童生活支援員の資格）  

第八十三条  児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。  

一  保育士の資格を有する者  

二  社会福祉士の資格を有する者  

三  三年以上児童自立支援事業に従事した者  
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（母子支援員の資格）  

第二十八条  母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。  

一  地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）の指定す

る児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者  

二  保育士の資格を有する者  

三  社会福祉士の資格を有する者  

四  精神保健福祉士の資格を有する者  

五  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法

第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程に

よる十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する

学校教育を修 了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有す

ると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの  

 

 


